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２．人材育成の取り組み 
 

（１）人が育つ人事制度  

～やる気を促し、やりがいを実感できる制度に～ 

  現在の公務員制度では能力による任用を基本としており、一旦「公務を遂行する

能力がある。」として採用された職員は、よほどのことがなければ、意思に反して、

降格されたり、休職されたり、免職されることはありません。 

  また、市長や議会に交代があっても職を失うこともなく、人生８０年代の到来と

６０歳定年制を前提とすれば、これまでの自治体の職員は採用後ほぼ４０年位の公

務員生活を送ることになります。その間、何度かの配置換えや昇任・昇格を体験し

ますが、身分保障が安心感となりモラル（倫理観）とモラール（やる気）の低下を

引き起こしかねません。 

  高度成長期のように給与や手当が増えていった頃は給与や手当がそれなりにや

る気を刺激しましたが、益々厳しくなる一方の財政状況のもとでは、年功（年齢）

を重視し給与と連動させた人事制度では行き詰まってきており、このままでは職員

の士気は低下し、組織も停滞してしまいます。 

  身分が保障されているからこそ能力開発や仕事上の挑戦を行って、意欲と能力を

発揮する職員を激励し、評価し、活用するような人事制度が必要です。 

  仕事を通じて考え、チャレンジし、鍛えられ、その成果が評価されて活用され、

さらにやる気を起こすような人材開発型の人事運営が求められています。 
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 ① 系統的異動管理（ジョブローテーション）制度 

  医療職・保育職・教育職・消防職等の専門職は資格取得が採用条件であったり、

実務につくまでに業務の目的や方法についての十分な指導を受けてから現場に出

たりしますが、一般の行政職の職員は事前の養成機関がなく、業務内容についてほ

とんど知らないままで仕事につきます。 

  また、ここ１０年間ほどの間に大量の職員が退職を迎えるうえ、採用人数も抑制

ぎみで、この状況が続いていけば若年層職員は経験豊かな職員の知識や技術を十分

に受け継ぐことなく、少数精鋭で経験不足のまま専門的あるいは責任ある職務につ

かざるをえない状況が予想されます。 

  このような状況に対応し、短期間に効果的な人材育成を行うには、教え込むこと

を中心とした研修だけでは不十分です。日々の仕事をしながら育て、深めさせて能

力開発につなげていくには、系統的な異動管理が有効に作用します。 

  特に新規採用職員は採用後少なくとも５年間の間に複数の職場を経験させ、事務

職・技術職としての視野や知識･技術を広め、深められるよう系統的な人事異動(ｼﾞ

ｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ)を行います。 

 

 ② 自己申告制度 

  本市では、職務や職場環境及び職員の個人的な状況について素直な意見や考え方

を聴き、職場の活性化と職員の能力活用をはかり、適性配置に活かすために、自己

申告制度を実施しています。 

この申告書を異動の意向調査にとどめず、この機会に自分の仕事ぶりを振り返っ

たり、仕事に関する自分の能力・適性を伝えたりできるよう、職務関連の内容を増

やし、キャリア形成と能力開発の励みとなるよう、改善と活用をはかります。 

 

 ③  職の公募制度 

  仕事の成果は職員の能力・適性と何よりも意欲・情熱に大きく左右されます。 

  そのため、職員の持っているチャレンジ精神と活用したい能力とが最大限に発揮

されるよう、新たな政策課題や他団体への長期派遣、さらには、特定の資格や能力

を必要とする業務などについては、広く職員から募り、申し出のあった職員の中か

ら選ぶよう、庁内公募制を引き続き実施します。 

 

 ④ 複線型人事制度 

  これまでの本市の人事制度では、人の統率や業務の管理といった組織を束ねる役

割を担う部長・課長・係長といったライン職と、特定の業務や特命事項を専管した

り特定分野にかかる調査研究・企画立案を担う理事・参事・主幹等のスタッフ職は、

同じ昇任・昇格ラインに位置付けられていました。(単線型人事) 

   しかし、多様化する住民ニーズに臨機応変に対応していくには、スタッフ職の役

割を明確にし、ライン職と協力して政策立案や課題解決にあたっていくことが必要

です。今後は職員の適性や経験が発揮され活かされるよう、ライン職・スタッフ職

への配置を弾力的に行い、複線型人事制度を制度化します。 
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 ⑤ 昇任考査制度 

  職員が能力を開発し向上するために自発的に自己啓発に励むのが最も望ましい

姿ですが、実際にはなかなか難しいことです。そこで、自己啓発をせざるを得ない

仕組みをつくり、促すことも必要です。その一策として昇任考査の実施があります。 

  本市では課長補佐昇格時に昇任考査が課せられています。とかく日常業務に追わ

れて学習と思考力が萎
な

えてしまいがちな年齢層の職員に、「自分はそれまでどんな

見方や立場で仕事に取り組んできたのか」「自治体では今、何が大切な視点なのか」

等を深く考え振り返る良い機会として、また、飛躍へのチャレンジチャンスとして、

試験方法に改善工夫を加えながら昇任考査を引き続き実施します。 

 

 ⑥ 中高年齢職員の人材活用 

  本市においても職員の高齢化により、今後、人件費の増
ぞう

嵩
こう

と組織力の低下が懸念

されています。 

  中高年齢職員は長いキャリアに裏打ちされてベテラン職員独特の良さを持ち合

わせています。 

    ・若年層に比べて業務や組織に対する思い入れや愛着が強い。 

    ・経験からくる深い知恵がある。 

    ・広いネットワークと面倒見の良さ。 

    ・仕事が丁寧。 

 一方、一般的に高齢化すると 

    ・意識や考え方が保守的になり、現状維持傾向になる。 

    ・ポストが不足し、昇進できにくく、やる気を見失いがちになる。 

    ・現在の賃金体系のままでは、人件費が上昇する。 

    ・体力を要する業務では、体力的に無理が生じてくる。 

    ・新しい技術や技能・情報への適応が難しい。 

等々が指摘されます。 

 ベテラン職員の良さが組織や業務の中でできるだけ活かされるよう、ベテラン職

員の能力伸長・キャリア活用をはかるトータルな人事計画を検討します。 

  また、年金受給年齢が６５歳に引き上げられたことに伴い、本市でも再任用制度

が導入され、年上の元上司を部下に持つような職場も生まれています。ベテラン職

員も、これからは働くことの意義を給与やポストのみではなく、「やりがいを感じ

る働き方」「経験を活かした働き方」「自分らしい働き方」に見出すよう、意識転換

を図ることが必要です。 

 

 ⑦ 人事評価制度 

   地方公務員法は第４０条で任命権者に対して勤務成績の評定を行なうよう要

請していますが、公務職場では成績（業績・実績）を評価する明確な指標がなく、 

評価の仕方に不信感があったり、取り組み 

事例の紹介が少なくノウハウが不足してい 

たりするため、評価は困難であるとか、評

価はなじまない、と言われてきました。 

＊地方公務員法  第４０条 

  任命権者は、職員の執務について定期的に

勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応

じた措置を講じなければならない。 
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  しかし、工夫をこらしてうまく機能すれば評価をすることは相当程度可能です。 

  例えば、成績の把握が難しければ目標管理制度を用いたり、同僚同士や部下と上

司間の相互評価を取り入れたり、評価者（上司）と被評価者（部下）との面接を実

施したりしてある程度把握することができます。 

また、公務職場は様々な職域や職種があるため、評価要素や評価項目・基準を職

域ごと・職種ごとに細分化することで可能になります。 

  信頼性や公平性を確保するには、評価要素や評価項目・基準を公開し、評価者研

修を何度も重ねて評価の観点や基準の統一性を図ることによって克服できます。 

  現在、本市でも既に人事評価が行なわれていますが、評価する者にとってはもっ

と評価しやすく説明しやすいものになるよう、そして、評価される者にとっては納

得できるものになるよう改善します。 

  さらに、なによりも評価しただけで終わらせるのではなく、仕事をする中で発揮

された意欲・能力・実績などを部下・上司双方が正しく把握し、能力開発に結びつ

けたり、部下への具体的な指導に反映させたり、必要な研修を受講させるなど、人

材育成の面でこの制度を活用していくことが必要です。 

  仕事を通じて考え、チャレンジし、努力して、実績をあげた者が「正しく評価さ

れた」と実感できる人材育成型の人事評価制度を作っていきます。 

 

 ⑧ 目標管理制度 

  目標管理とは年度当初に上司と部下が面談し、部･課･係の目標を踏まえつつ各自

の仕事の具体的目標を設定し、年度末にはその達成度合いを自分で振り返るととも

に上司が出来栄えを評価することによって、部下の能力開発や意欲を刺激し、人材

育成につなげていくとともに、市としての行政能力も高めようとするものです。 

  例えば、総合計画に掲げる課題や業務改善のような組織目標をふまえて自分の目

標を設定することにより、組織との関連性が認識され、自分が担い手であるという

参画意識や責任感・一体感を実感することができます。 

  そして、目標に向けて創意工夫しながら主体的に取り組み、それを自分で振り返

り、上司との面談で助言されたり指導を受けることにより、達成した満足感や今後

必要な努力を認識することができるなど、能力開発や意欲の向上につなげていくこ

とができます。 

このような目標管理手法を人事評価でも取り入れるよう検討します。 

 

     以上の諸制度は組み合わせたり関連付けて行なうことにより一層効果が期待で

きます。職員のやる気を促し、やりがいを実感できるよう、制度設計や導入に際し

ては各方面の意見を十分聴取して実施します。 

    また、官民の人材交流や外部からの人材登用など、外からの刺激策も取り入れて

人材育成・能力開発を図っていきます。 
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《参考》 

 

＊職員意識調査（平成１４年８月実施）では、下記のような結果でした。   

 問９．【人事評価制度】 

  人事評価制度についてあなたの考えに最も近いものを１つ選んで回答用紙に記入して下さい。 

 

               休職、病欠、消防新採(研修派遣中)を除く正職員に配布。 

                  配布数 2457 

                                    回収数 1893 

                                    回収率 77％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号 理    由 回答数 比率 

① 努力しがんばった職員については評価され、適正に処遇されるべきだと思う
から。 

413 21.8%

② これからの時代は、人を評価し活用するのは当然だと思うから。 64 3.4%

③ 評価された方がやりがいを感じるから。 48 2.5%

④ 評価されることで、職員が個々の役割や職責を意識し、意識改革が進むし、
組織の活性化をはかることができると思うから。 

366 19.3%

⑤ 評価の結果、得意・不得意の分野がわかり、能力開発や人材育成を促すこと
ができると思うから。 

162 8.6%

⑥ その他（具体的に回答用紙に記入して下さい。） 41 2.2%

人事評価制

度は必要だ

と思う 

 小計 1094 57.8%

⑦ 人が人を評価するには、どうしても好みや先入観などの主観が入るので、公
平・公正な評価は無理だと思うから。 

356 18.8%

⑧ 評価する者の甘い・辛いによって、評価にバラつきが出ると思うから。 58 3.1%

⑨ 評価する者とされる者に分れて、人間関係が気まずくなるおそれがあると思
うから。 

14 0.7%

⑩ 公務職場では民間企業と異なり、個人の業績や成績は評価しにくいと思うか
ら。 

107 5.7%

⑪ これまで明確な評価制度がなくても、仕事はできていたから。 13 0.7%

⑫ その他（具体的に回答用紙に記入して下さい。） 7 0.4%

人事評価制

度は必要だ

とは思わな

い 

 小計 555 29.3%

わからない ⑬ わからない。 158 8.3%

その他 ⑭ (具体的に回答用紙に記入してください。) 26 1.4%

無回答   60 3.2%
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（２）人が育つ研修制度 ～「受ける研修」から「参加する研修」に～ 

 

  職員の研修については、地方公務員法第３９条に定められています。研修は「勤

務能率の発揮及び増進のため」に行われ、職員には、「研修を受ける
．．．
機会が与えら
．．．

れなければなら
．．．．．．．

」ず、それを行うのは「任命権者」（具体的には職員研修所）であ

るとされています。 

そして、研修内容については特に記

されていませんが、目的から職務に必

要な知識や技能を習得することに力点

がおかれてきました。 

 そのため、研修は、業務とは別に、

職場外の他のところで、職員研修所が計画し実施するものであり、職員にはこれを

受ける権利があるのだというように解釈されがちでした。また、等しく機会を与え

ることを重視していたため、多くは指名制で平等に機会を提供することに留意して

実施されてきました。 

  しかし、研修は行政活動を行っていくうえで直面する課題を解決していくために、

個々の職員の能力とひいては組織の知力を高めるために実施されるものです。職員

各人に与えられた「機会
．．
（チャンス）」にとどまるものではありません。研修は職

場研修でも職場外研修でも、業務の一環として行われるものです。したがって、研

修の修了状況はデータベース化し、把握できることが必要です。 

  分権型社会が本格化し、自治体のまちづくり能力が問われるこれからは、職員に

は非常に様々な知識や技能が要求されます。職員・職責として欠くことのできない

知識・意識・能力の養成研修はできるだけ濃い内容で効率的・計画的に指名して実

施することとし、その他に必要に応じて自主的・主体的に学ぶことができる自主参

加型のカリキュラムを増やしていきます。 

  さらに人事制度と連携し、昇任昇格にあたっては所定の研修が修了しているか、

受講歴を参考にします。 

 

 ① 自己啓発支援 

  職業を持つ者が自分の務めを良く果たすために職業能力を高めようと努力する

ことは当然ですが、特に自治体職員は公務を職業として選び、採用にあたって、「公

務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、・・・全体の奉仕者として、

誠実かつ公正に職務を執行する・・・」(地公法第 31 条、八尾市職員の服務の宣誓に関する条例)

と宣誓したのですから、自己研鑚や啓発に努めることは身に引き受けた責務です。

そして、自己啓発は本人が進んで主体的に行うことから、能力開発への強いエネル

ギーとなり、最も効果が期待できるものです。 

  本市では、これまでも通信教育や自主研究グループへの支援を行ってきましたが、

職員意識調査（平成１４年８月実施）によると専門学校や大学院への進学・通学を

支援してほしいとのニーズが高く、支援方策を検討します。 

  また、がんばって得た能力や知識・技能が認められ、活かされることによって、

より一層自己啓発への意欲が刺激されるため、人事配置や人事評価で考慮されるよ

う人事制度との連携をはかります。 

＊地方公務員法  第３９条 

職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、

研修を受ける機会が与えられなければならない。 

２ 前項の研修は、任命権者が行うものとする。 
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 ② 職場集合研修 

  仕事の情報を共有しあったり、職場風土の改善を効果的に進めるために、同じ職

場の職員が一緒に参加し、職場独自のカリキュラムと運営で勉強しあうのが職場集

合研修です。知識や経験を積んだ職員による日常の個別指導（ＯＪＴ）とともに、

多様化する行政ニーズに応じて、業務に密着した内容をとらえ、即戦力の向上をめ

ざして、職場で相互に刺激しあい、教えあう職場集合研修は非常に効果的です。 

  この研修では、実務で必要な専門分野に関することはもちろん、公務員倫理や接

遇（窓口・電話応対）・人権感覚についても、職場の実情に応じたカリキュラムや

日程で実施できるという利点があります。 

  職場集合研修を進める場合は、所属長のリーダーシップと雰囲気づくりやテーマ

選び、仕事への活用法等を検討し、所属職員みんなが主体的に参加できるような準

備と工夫が必要です。現在、研修室の貸し出しや講師謝礼等の助成を行っています

が、より多くの職場で研修が行われるよう、マニュアルの作成や資料図書の提供等、

支援を充実します。 

 

 ③ 業務担当課研修 

  業務担当課研修は、その業務を担当する課だけでなく、他のすべての部署でも取

り組む必要のある課題について、担当課が主管となって全庁の職員に呼びかけて行

う研修です。例えば、環境や障害者・人権・地域経営・情報公開等については全て

の業務でそのような視点をもって仕事を進めることが必要ですから、実態を一番良

く知っていて、推進の方針や計画を所管している担当課が、方針や計画の趣旨・目

的を周知するとともに、必要な資質や意識を高めてもらうために実施する研修です。 

  近年はこのような研修が増えてきました。担当課の業務目的の達成のためだけで

なく、ひいては総合計画の実現や組織の活性化にもつながるもので、職員研修所研

修や職場集合研修と役割分担を考慮しつつ、計画的に実施します。 

  

④ 職員研修所研修 

  職員研修所では、業務を行っていくために基本的に必要な資質や能力と、各階層

ごとにその役割を果たすために必要な能力を、昇格の節目をとらえて、市政の課題

と関連づけながら研修を行っています。 

  また、業務の複雑化・高度化に伴って益々専門的な知識・技能や先進的な情報が

必要なため、外部の研修機関や海外への派遣研修も行っています。 

 しかし、職種や階層によって研修実施に偏りがあったり、指名制の研修であるに

もかかわらず数年にわたって受講しない職員がいたり、一部の不心得な受講態度の

職員がいるなど課題を抱えています。 

  職員意識調査（平成１４年８月実施）の結果を参考に、次のような点について見

直しを行います。 
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 「役に立つ」研修に 
    実務で実際に使えるテーマや技法を取りいれ、「仕事で役に立つ」ことを重視したカリキュ

ラムを組みます。 

 

 自主的に参加できるように 
    自発的・意欲的に参加できるよう、対象者を限定しない自主参加型の研修を増やします。 

それにともない、誰もが参加できるよう研修実施時間を柔軟に対処します。 

  

 ステップアップを実感できるように 
       研修の効果は業務の中で活かされ発揮されるものですが、効果を高め主体的な取り組みを 
促すため、効果測定（研修内容についての理解度テスト或いは習熟度テスト）のできる研修 

は実施し、ステップアップを実感できるよう工夫します。 

 

  人材を育てていくには、職員研修と人事制度は車の両輪のようなものです。仕事

や職責で必要な知識・技能を研修で得、研修で学んだものが仕事で活かされ、評価

されてまた仕事へのやる気を起こす、という具合に、研修制度と人事制度の連携を

強めます。 

 

《参考》 

＊職員意識調査（平成１４年８月実施）では、下記のような結果でした。   

 問 3．【能力取得方法】 

問 2 で回答したような能力や知識を付けるために、どのような方策が必要だと思いますか。 

必要だと思う方策を下記から特に 3 つ以内で選び回答用紙に番号を記入して下さい。 

 

 

 番号 必要な方策 回答数 

① もっと指名制の研修を増やす。 １２９ 

② 指名制の研修を減らし、その分、選択して受講できる研修を増やす。 ４２０ 

③ 研修プログラム(種類)を増やす。 ２９２ 

④ 必要な知識・技能を必要なときに学べるよう、受講対象者を限定しない。 ７９２ 

職員研修 

⑤ 研修の内容・カリキュラム(中身)を見直す。 ３２６ 

⑥ 大学院への社会人入学について進学・通学できるよう支援策を講じる。 ２０６ 

⑦ 職務に関する資格が取得できるよう支援策(専門学校への入学・通学など)を講じる。 ４６７ 

⑧ 通信教育制度のカリキュラムをより充実し、一層の支援策を講じる。 １５２ 

⑨ 参考図書・資料・ビデオ等の教材をもっと充実させ貸し出しを推進する。 ３１０ 

自己啓発 

⑩ 自主研究グループへの活動助成をもっと充実する。 １３８ 

職場 ⑪ 職場で業務に関する職場集合研修をもっと盛んにする。 ４１８ 

⑫ 他団体(例:他の自治体など)へ職員を長期派遣して勉強させる。 ２９４ 
職員派遣 

⑬ 派遣研修(例:先進市や海外、教育実施機関等への派遣)を充実・増やす。 ３６４ 

⑭ 昇任考査の試験科目を見直し、試験方法を工夫して自己啓発意欲を刺激する。 ２６３ 

⑮ 人事異動にジョブローテーションを行い、計画的に複数の分野の仕事を経験させる。 ４７６ 
 

その他 

 

⑯ その他(上記以外にあれば記入してください。)  ４２ 

 

より効果的な研修をめざして 
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《参考》 

＊ 職員研修の種類分け 

職員研修は、実施主体や目的によって次のように分けることができます。 

研修の種類 実施主体 実施目的 受講対象 カリキュラム 

自己啓発支援 職員一人ひとり 

知識・情報・技術を

吸収し自分で能力開

発をする。 

職員自身 

 

業務についての知識・技術・情報

を習得するだけでなく、広く視野

を広め、教養を高める。 

 

例：通信教育受講 

  自主研究グループ活動 

  大学院・専門学校への進学・

通学 

 

職場集合研修 職場の所属長 

実務で必要な専門分

野に関することを学

びあい、職務遂行能

力を高める。 

 

また、職場風土の改

善や活性化をはか

る。 

所属内の職員 

 

担当業務についての知識や技能

を習得する。 

 

例：課税実務研修（市民税課） 

  ごみ収集作業等における 

         腰痛予防 

     （環境事業課） 

 

職場の実情を踏まえて、職場の活

性化や風土の改善をはかるもの。

例：公務員倫理研修 

    接遇研修 

    人権研修 

業務担当課研修 
業務担当部署の

所属長 

所管する業務を推

進・実現するために

は、全ての部署がそ

の視点を持って取り

組む必要があるた

め、担当課が主管と

なり全職員に向けて

啓発する。 

特に計画や方針の推

進・実現のために、

趣旨目的の周知と意

識啓発を目的とす

る。 

例:エコオフィスを

進めるために、全庁

を対象に環境問題の

研修を行う。 

全職員 

環境問題 

障害者問題 

 （バリアフリーの視点） 

人権問題 

地域経営・まちづくり 

情報公開 

 

         等々 

職員研修所研修 職員研修所長 

職員として職務遂行

上必要な事項のう

ち、基礎的・基盤的

な事項及び部課（か

い）に共通する一般

的な教養・態度・意

識・知識を身につけ

させる。 

全職員 

 

法律知識 

部下の育成指導法 

政策立案能力 

市政の現状と課題 

ＯＡ操作技術  

公務員倫理 

人権問題 

接遇態度 

メンタルヘルス・ケアー 

         等々 

業務担当課研修については、予算措置・起案は担当課で行い、職員研修所と共催の通知を出します。 
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（３）人が育つ職場づくり ～職員は仕事で鍛えられ、職場で育てられる～ 

  職場の風土や雰囲気や慣行（慣わし）は、職員一人ひとりによってつくられるも

のでありながら、それぞれの職員に与える影響力は、良くも悪くも計り知れないも

のがあります。 

  また、職場は事務事業を進めながら行政サービスを提供していく場であるととも

に、職員一人ひとりにとっては仕事を進める過程で多くのことを学び、吸収し、影

響を受けて成長していく場でもあります。一日、一生の多くの時間を仕事をしなが

ら過ごす「職場」をもっと大切に考えたいものです。 

 

 ① ＯＪＴ（ｵﾝ･ｻﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）の重要性 

  ＯＪＴとは On the Job Training の略語で、課・係の任務をメンバーで分担しつ

つ協力して仕事を進めなければならない職場において「仕事をしながら」又は「仕

事を通じて」トレーニングし、一人前の仕事ができるよう、必要な知識・技能・態

度等を身につけさせ、責任をもって仕事ができる状態にすることをいいます。 

  例えば、課・係の仕事の流れ、他課との関係、府や国との関係、仕事に関わる法

令・条例等の規則、地域や関係（団体）住民との実情などをはじめ、伺書等の文書

の作り方や経費の処理の仕方、会議の運営の仕方やパソコンの操作方法、情報や資

料の入手・加工・活用の仕方などもＯＪＴで指導することができます。また、身だ
．．

しなみ
．．．
や挨拶の仕方、電話や窓口での応対の仕方、市民の話を聴き自分の意志を伝

えるときの表情や口調、さらには、ものごとの因果関係や目的手段関係もＯＪＴで

学びとっていきます。 

  人材育成というと、ともすれば「研修」という改まった方法にたよる傾向があり

ますが、毎日毎日の仕事の中で必要なときに必要なことを教えたり学んだりできる

この方法は時間的にも経費的にも効率的でむだのない研修スタイルです。 

  また、「教育」は「共育」とも言われますが、人に教えることで自分の仕事の仕

方や考え方を見直すことができ、共に向上することができます。 

  皆が教えあい学びあう学習的な雰囲気の職場が増え、職場が変わっていくと組織

が変わっていきます。管理監督職の職員はうまくチャンスをとらえて適宜適切な指

導に心がけることが必要です。 

 

 ② 管理監督職の役割 

  職員は仕事で悩み、考え、鍛えられ、キャリアを積んでいきますが、職場での仕

事の進め方・与え方や上司・先輩の仕事に対する姿勢や態度は、知らず知らずのう

ちに影響力をもっています。この影響力は新任者や新規採用職員への指導の際など

に現われます。 

  管理監督職は、「仕事が人を鍛え、育てる」ことを十分認識し、仕事の割り振り、

責任分担、指示の出し方、進行管理等について自覚的に工夫し、職員の意欲や主体

的な取り組みを引き出して、仕事を通じて能力開発につなげていくよう配慮する役

割があります。 

  山本
やまもと

五十
い そ

六
ろく

の「やって見せて、言って聞かせて、させてみて、誉
ほ

めてやらねば人
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は動かじ」という言葉にもあるように、優れた上司の率
そっ

先垂範
せんすいはん

が部下の人材育成・

能力開発に目に見えない教育効果をもたらすことも少なくありません。「忙し過ぎ

てそんなことにかまっておられない」と考える人も一部に見られますが、部下を育

成することは上司にとっても能力開発や管理スキルを高めるチャンスとなります。 

  本市では、新任監督職や管理職研修で部下育成をテーマにしたカリキュラムを設

けていますが、具体的な指導スキルを学ぶことができるよう、見直しを行います。 

  また、人事評価制度においても、部下の人材育成は管理監督職の役割であると位

置づけ、評価項目として設けます。 

 

（４）人が育つ組織づくり  ～組織は人から成る～ 

  市役所は組織で仕事をするところで、それを構成する職員一人ひとりが組織の目

標に向かって、それぞれに与えられた仕事を果たすことによって組織の力となりま

す。そして、活性化された組織でこそ、職員は問題意識をもち、やる気とやりがい

を刺激されて、改善や改革に奮起します。 

  本市ではこれまでも職員提案制度（アイデア募集・研究論文募集）や「かわっち

ゃお運動」を行い、改善・改革への意欲を促してきました。そして、意欲に応える

よう提案された施策の実現化を検討してきました。また、政策を方向づけるような

大きな計画や方針をつくる際には、担当課だけで検討するのではなく、政策立案能

力を養成するいいチャンスととらえ、ワーキング会議やプロジェクトチームを設置

して関係課職員が一緒に考えて作ってきましたが、今後もこのような方法を継続し

ます。 

  さらに、能力を開発し、十分に発揮できるよう、気力・体力・能力を高いレベル

に保つことができるよう、福利厚生面からの支援を充実します。 
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